
改正建築基準法学習会
4月１日より改正建築基準法が全面施行されました。改正箇所も多く、志摩地域においても建築確認申請が必要
となる住宅の大規模リフォーム（大規模修繕・模様替え）などは、判断に悩むことも多いと思います。
現場で役立つ研修として改正建築基準法学習会を建築士会志摩支部と三重県建設労働組合と協働で開催します。

参加をご希望の人は、６月１６日（月）までに電話またはメールにてお申し込みください。

と き ６月２３日（月）１９：００～
ところ 阿児アリーナ 第一会議室
講 師 志摩建設事務所
料 金 無料
内 容
・建築確認申請などが必要な範囲の拡大について
・増築などにおける適用範囲について
・大規模の修繕・模様替における適用範囲について

申し込み・問い合わせ
三重県建築士会志摩支部（東原建築工房内）
TEL 0599-45-2911
Ｍail kigumie@gmail.com
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